
※この概要は、文部科学省の関連資料を基に大学広報室が編集したものです

学校教育法施行規則の一部が改正され、幼稚園は平成30
（2018）年4月から、小学校は32年4月から、中学校は33年4
月から、新しい学習指導要領がスタートします。新しい学習指導要
領って何?子どもの教育はどう変わるの??そんな疑問を持ってい
る方も多いはず。今回は、兵庫教育大学の教員が新しい学習指導
要領の中から主な改訂内容のポイントについて紹介します。

新しい学習指導要領
子どもの教育はどう変わる?

幼稚園教育要領、小・中学校学習指導要領の改訂の概要
今回の改訂の基本的な考え方
▶�子供たちが未来社会を切り拓くための資質・能力を一層確実に育成し、求められる資質・能力とは何かを社会と共有、連携する「社会に開かれた教
育課程」を重視した。

▶�現行学習指導要領の枠組みや教育内容を維持した上で、知識の理解の質をさらに高め、確かな学力を育成する。
▶�道徳教育の充実、体験活動の重視、体育・健康に関する指導の充実により、豊かな心や健やかな体を育成する。

社会に開かれた教育課程の実現に向けて育成すべき資質・能力を三つの柱で整理
「何のために学ぶのか」という学習の意義を共有して、「生きる力」を育む
▶�全ての教科等で育成すべき資質・能力を「知識及び技能」「思考力，判断力，表現力等」「学びに向かう力，人間性等」の三つの柱で再整理し、各教
科の見方・考え方を踏まえた教育課程の実現

主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善
▶�これまでの教育実践の蓄積をしっかりと引き継ぎ、子供たちの実態や教科等に応じた指導の工夫改善を図り、育成すべき資質・能力の三つの柱が
実現されるよう授業の内容や時間のまとまりを見ながら、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善
▶「深い学び」とは、主体的・対話的な学びを通じて各教科の見方・考え方が豊かになることで、三つの柱に基づいた学習もさらに深化する循環的な
　過程

各学校におけるカリキュラム・マネジメントの確立
▶�学習の基盤や現代的な諸課題に対応して求められる資質・能力の育成のため、教科等横断的な学習の充実
▶�学校全体として、教育内容、時間の適切な配分、必要な人的・物的体制の確保、実施状況に基づく改善等、教育課程に基づく教育活動の質を向上
させ、学習効果の最大化を図るカリキュラム・マネジメントの確立

幼稚園における主な改善事項
▶幼稚園教育において育みたい資質・能力の明確化��▶5歳児修了時までに育ってほしい具体的な姿の明確化
▶教育内容の充実化（我が国、地域社会における様々な文化や伝統に親しむ等）

小・中学校の教育内容の主な改善事項
▶言語能力の確実な育成　　　　　　　　　　　　▶情報活用能力の育成　　　　　　　　▶理数教育の充実　　　　　　　　　
▶伝統や文化に関する教育の充実　　　　　　　　▶体験活動の充実　　　　　　　　　　▶外国語教育の充実　

道徳教育の充実
▶道徳の特別教科化による道徳的価値を自分事として理解し、「考える道徳」、「議論する道徳」への転換

特別支援教育に関する主な改善事項
▶特別支援学級や通級による指導における個別の指導計画等の作成、活用
▶計画的、組織的な、学習上の困難に応じた指導内容や指導方法の工夫

その他の改善事項
▶初等中等教育の一貫した学びの充実　　　　　　▶主権者教育、消費者教育、防災・安全教育などの充実
▶部活動の運営体制の改善　　　　　　　　　　　▶子供たちの発達の支援

育成すべき資質・能力の
三つの柱のイメージ

学びに向かう力,
人間性等

思考力,判断力,
表現力等

知識及び技能
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「社会に開かれた教育課程」の具体化・構造化で
未来を切り拓く「見方・考え方」を確実に育成

学習活動で生じる困難さに応じた
工夫や手立てが求められるように

育みたい「資質・能力」が明確化され
遊びや生活の中での体験がより重要に

新学習指導要領ではまず、子どもたちが未来社会を切り拓くための「資質・能力」を、各教科における
「見方・考え方」を通して一層確実に育成することとなっています。それは、子どもたちに求められる

「資質・能力」とは何かを社会と共有し、連携する「社会に
開かれた教育課程」によって実現されます。
　「社会に開かれた教育課程」を教育実践として具体化
するための第一歩が、各校における「カリキュラム・マネジメ
ント」です。また、子どもたちが「主体的」に「対話」を通して

「深く」学ぶような授業の在り方を実現することです。
　次に、構造化することによって知識の理解の質をさらに
高め、確かな学力を育成することとなっています。ここでは

「何を知っているか」だけではなく「何ができるのか」が重視
されています。できるかどうかを「評価」する必要があります
ので、学習評価の重要性がクローズアップされています。

このたびの小・中学校学習指導要領改訂では、特別支援教育についての記述が大きく増えてい
ます。中でも、各教科の「指導計画の作成と内容の取扱い」において、障害のある児童生徒な

どが学習活動を行う場合に生じる困難さに応じた指導内
容や指導方法の工夫を行うことが明記されたことは、多く
の教員に対応が求められることでしょう。
　つまり、学習を進める上で生じる子どもの学びにくさを理
解し、その学びにくさに応じた手立てを講じることが求めら
れており、これからの学校には、学習活動を支援するため
の工夫や手立てを校内で検討したり共有したりする仕組
みも大切です。その際、授業のユニバーサルデザインや児
童生徒の特性に基づいた支援についての知見を生かす
ことも有益でしょう。

今回の改訂のポイントは、幼児教育において育みたい「資質・能力」が明確にされたことです。幼
児教育では、従来通り、環境を通して行う教育を基本に、自発的な活動である遊びや生活の中

でこれらの資質・能力を育みます。また、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」が示されました（「健
康な心と体」「自立心」「協同性」「道徳性・規範意識の芽生
え」「社会生活との関わり」「思考力の芽生え」「自然との関
わり・生命尊重」「数量や図形、標識や文字などへの関心・
感覚」「言葉による伝え合い」「豊かな感性と表現」）。これら
の項目は、到達度的な扱いにならないよう留意しながら、幼
児理解や保育実践の評価の視点として新たに加えたり、小
学校教員との連携・接続において5歳児修了時の姿を共有
する観点にしたりすることにより、幼児教育の質の向上につ
ながるものと考えられます。
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学びを支える基盤となる能力育成へ
ICTを活用した学習活動の充実が重要

質の高い多様な指導方法を展開し
個々の成長を継続的に把握した評価を

5年生から読み書きが加わり
指導者の専門性向上が求められます

情 報活用能力とは、学習活動においてコンピュータ等の情報手段を適切に用いて情報を得た
り、整理・比較したり、分かりやすく発信・伝達したり、保存・共有したりといったことができる力

です。さらに、情報手段の基本的な操作の習得や、プログ
ラミング的思考、情報モラル、情報セキュリティ、統計等に
関する資質・能力等も含まれます。この能力は、言語能力
や問題解決能力と同じく、各教科等の学びを支える基盤と
なります。
　情報活用能力を育成するためには、まず各学校のICT
環境を整え、各教科等でICTを適切に活用した学習活動
を充実することが求められています。先生がICTを活用して
分かりやすい授業をするだけでなく、主体的・対話的で深い
学びとなるような児童生徒によるICT活用が重要です。

「特別の教科 道徳」（「道徳科」）は、小学校は平成30（2018）年度、中学校は31年度から、検
定教科書を導入して全面実施されます。問題解決的な学習や体験的な学習などを取り入れ、

質の高い多様な指導方法を展開することが求められるとともに、児童生徒の学習状況や道徳性に係
る成長の様子を継続的に把握して評価が行われます。
　道徳科における評価では、数値による評価ではなく記述式とす
ること、個々の内容項目ごとではなく大くくりなまとまりを踏まえた評
価とすること、児童生徒がいかに成長したかを積極的に受け止め
て認め励ます個人内評価として行うこと、学習活動において児童
生徒がより多面的・多角的な見方へと発展しているか、道徳的価
値の理解を自分自身との関わりの中で深めているかといった点を
重視して、児童生徒の具体的な取り組み状況を一定のまとまりの
中で見取ることが求められています。

小 学校での外国語科の教科化・外国語活動の早期化については、すでに文部科学省から新教材
のサンプル、学習指導案例、「研修ガイドブック」などが示され、各地で研修などが進んでいます

が、学校では、教員の授業力の向上、1コマ増える授業時数の確保、ALT（外国人指導助手）の活用方
法、児童の「資質・能力」の評価など課題が山積みです。
　特に、5・6年生では、読むこと・書くことへの慣れ親し
みが加わります。児童たちがいい形で文字と出合うため
には、これまで以上に指導者の専門性を高めることが求
められます（中学校での学習の前倒しではないことに注
意！）。コミュニケーションを積極的に行おうとする児童の
態度を育てるためにも、行政のさらなる支援や、学校や
地域ぐるみで実践開発や環境づくりに取り組むことが必
要になると思います。
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学ぶことで「何ができるようになるか」を重視
より多様な学習活動が必要に

対話的な問題解決の文脈の中で知識を構築
一連の活動での「深い学び」を

「統合・発展」や「振り返り」をさらに大切に
「深い学び」への工夫が求められます

授業改善と聞いて、授業を大きく変えなければならないと心配された先生もいるかもしれません。し
かし、今改訂では授業の大幅な変更を要求しません。これまでは内容習得が教科指導の中心

でしたが、今回はその内容を学ぶことで「何ができるようになる
か」という「資質・能力」の育成までを目指します。そのため、多
様な学習活動が必要になります。
　多くの先生は、子どもが興味を持ちやすい学習課題や、意見
交流の機会、知識を活用させる発問など、指導上の工夫をすで
に行っているのではないでしょうか。その多くが「資質・能力」の
育成につながりますから、少しでも工夫のある授業をしているな
ら、それを大きく変える必要はないのです。指導要領に記載され
た「授業改善の視点」や、学校内外の授業研究会等を利用し
て、今までの授業を少しずつ良くしていくことが重要です。

理科では、主体的で対話的な問題解決の文脈（ストーリー）の中で、児童生徒が知識を構築す
るという「学び方」が強調されています。日常の自然事象での疑問から学習問題を導き出し、

根拠のある予想を立て、見通しを持った観察・実験を行
い、そこで得られた結果から問題への答えを考察すると
いう、一連の活動がポイントです。
　その中で、比較したり、関係付けたり、条件を制御した
り、多面的に見たりすることを大切にします。また、日本
は自然災害が多い国なので、天気、川、土地などの学
習では、学んだことを災害の文脈に結び付けて捉えるこ
とも重視されています。こうして得られる理科の特徴的
な見方や考え方による理解が、「深い学び」となります。

算数科・数学科における「深い学び」を目指すためには、特に次の2点が重要です。一つは、学習
内容を理解する際、これまで学習した内容を活用して問題を解決し、得られた結果の意味を元

の事象や既習の知識と結び付けて捉え直して知識や方法を統合すること、そして、それらをさらに発
展させる活動を設けることです。もう一つは、学習内容を振り返
る際に、問題解決の過程を振り返ることで解決方法を「方法
知」として顕在化し、身に付ける学習指導を行うことです。
　このような「統合・発展」や「振り返り」は従来、算数科・数学
科で大切にされてきた学習・指導です。これまでの授業づくり
を振り返るとともに、今日的な「資質・能力」の育成を目指すこ
とによって、新指導要領で求められる授業づくりが実現できま
す。小中学校、教育委員会、大学が連携して、子どもも先生方
も大学教員も、算数・数学の「深い学び」を実現しましょう！
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